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会長からのメッセージ 
 
 
日本の商環境に関する欧州ビジネス協会（EBC）の年次報告書
「経済統合：改革のニュー・パラダイム」が刊行の運びとなり、
喜ばしく思います。本報告書は過去 1 年間の進展についての在日
欧州企業の見方と今後の経済改革へ向けての提案を提示します。
また、2007 年版の報告書を踏まえ、欧日間の経済統合協定
（EIA）を通じていかにして日欧の間の通商・投資関係を強化し商
環境を大幅に改善しうるかをさらに掘り下げます。  
 

世界経済が激動の時代を迎えている今、日本と欧州連合にとっていかに多くのことが危機
に瀕しているかを改めて認識しておくべきです。日本と EU は世界の GDP の合わせて 40%
近くを占めています。貿易パートナーとしての互いの重要性は疑うことはできません。 
 
本稿執筆時点にほとんどの主要経済国を悩ませている金融危機は、今のところ、日本の金
融機関に比較的小さな影響しか及ぼしていません。しかし、日本の輸出主導型経済は海外
市場での需要低下に対して相変わらず脆弱であり、国内支出は、それを補う準備があるど
ころか、落ち込んでしまっています。現在の危機を迎える以前から、日本は数々の大きな
課題に直面していました。対内直接投資（FDI）の対 GDP 比は、OECD 加盟国の中で最低
水準となっています。高齢化は、出生率低下や労働力減少と相まって、日本の年金および
医療制度を逼迫させ、雇用者と被雇用者双方に支えきれない財務的負担を押し付けるおそ
れがあります。日本経済は岐路に立たされているように思われます。 
 
こうした状況は、麻生新首相に緊急の差し迫った課題を突きつけます。特別措置や景気刺
激策は短期的な解決法をもたらすにすぎず、従来の問題をいっそう悪化させるおそれがあ
ります。不必要で時代遅れの規制や、面倒な事務手続き、既得権益は依然、日本における
イノベーションを抑制し、新しいビジネスモデルを妨げ、力強い新企業の成長を制限して
います。行動の的を、こうした問題への対処と、活力あるしっかりとした競争的ビジネス
を促進する条件の整備に絞ることが肝要です。本報告書は、そうした条件の実現へ向けて
日本政府が今すぐとりうる多数の措置を指摘しています。現在の危機と、さらなる景気後
退のリスクを鑑みるなら、緊急かつ思い切った対応が必要です。 
 
経済改革を必要としているのはけっして日本だけではありません。私たち EBC は、欧州連
合のビジネス環境改善になお必要不可欠な多数の措置が手付かずになっていること、改革
の約束履行面の欧州連合の歩みが往々にして緩慢であることをとりわけ認識しています。
それゆえ EBCは、野心的な EU日本経済統合協定に共同で取り組むことで、EUと日本双方
の歩みを速め、互いから学ぶことができる一方、貿易、イノベーション、競争力の向上か
ら大きな恩恵を得ることができると確信しています。 
 
最も重要なことに、EU と日本は、優先事項と価値観の面で共通項が多いため、互いに理想
的なパートナー関係にあります。長い伝統を持つ社会として、EU と日本は共に、社会経済
的問題の解決にあたって協同的、包括的でセンシティブなアプローチを重視するとともに、
国際通商レベルで数多くの同じ懸念と課題を共有しています。共に、ルールに基く自由貿
易、公正な競争、ならびにしっかりとした投資規則と環境基準を堅く信奉しています。新
たな新世界秩序に向き合うときには、価値観がないがしろにされず、逆に価値観によって
ゲームのルールが定められることを確保すべく結束することが私たちの倫理的な務めです。
今は迷っている場合ではありません。世界の経済状況を考えれば、今すぐ行動を起こすほ
かありません。私たち EBC は、己の本分を尽くす覚悟でいます。私たちは、行動の指針と
して本報告書で提案を示し、欧日双方にとってのより明るい経済の未来の構築に専心する
すべての方々にそれを託します。 
 

リシャール・コラス 
会長、欧州ビジネス協会 
（シャネル株式会社社長） 
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事務局長からのメッセージ 
 
 

欧州ビジネス協会（EBC）は、2008 年版の年次報告書「経済統
合：改革のニュー・パラダイム」の刊行を喜ばしく思います。本

報告書は、過去 1 年間の日本の市場動向についての欧州企業の見
方を提示し、企業と投資に制約をもたらしている問題に対処する

ための提案を行っています。  
 
EU と日本双方にとって、高い物価、厳しい競争、輸出市場の需
要低下、国内の景気低迷に直面する中で経済力と競争力を維持することが依然大きな

課題となっています。企業の繁栄を可能にする経済条件を整えることが鍵となります。

EBC は、この課題に立ち向かうことを麻生首相率いる日本の新政権に要望します。
成長と繁栄を促進するには、思い切った新しいアプローチが必要です。野心的な EU
日本経済統合協定（EIA）を目指して欧州連合と協力することは、必要なアイデアと
方針をもたらす助けになるとともに、相互通商・投資を拡大する新たな機会を提供し

ます。 
 
EBC 年次報告書は、日本でビジネスを行うための条件改善を日本政府が心から望む
のであれば何としても対処しなければならない緊急の問題についての提案を示してい

ます。本報告書は、29の産業分野別委員会、約 3000の企業および EBCの主要関係団
体である欧州各国商工会議所やその他の在日ビジネス団体から寄せられた意見を反映

しています。 
 
本報告書に対し、EBC 各委員会メンバーから貴重この上ない貢献をいただいた事を
この場を借りて申し添えておきたいと思います。専門的経験と洞察を惜しみなく分け

与えるその姿勢は、本報告書を重要な情報源にするとともに、改革へのひらめきをも

たらすものにしています。例年同様、EBC のポリシー・ディレクター、エドバー
グ・ヤコブの飽くことなき努力と、在日欧州企業に影響を及ぼす問題についての絶え

ず広がる知識・理解にもひとかたならぬお世話になりました。 
 
専門知識を提供し EBC の活動をサポートいただいている駐日欧州委員会代表部およ
び欧州連合加盟各国の在京大使館にも、EBC を代表して感謝の意を表したいと思い
ます。末筆ながら、本書刊行への惜しみない財政的支援をいただいた数多くの EBC
会員各位を巻末のスポンサー／支援者セクションに掲載できますことを EBC はこの
上なく誇りに思います。 
 
最後に、本報告書のもつ多大な潜在的価値を強調させていただきます。本報告書は、

在日欧州企業による実地の観察と経験に基き、関係当局によって実施された場合に通

商・投資環境の大幅な改善につながる構造・規制改革を明らかにしています。経済改

革の規模とペースが、必要とされるレベルに遠く及ばなかった遅々とした歩みの時代

を経て、EBC は本報告書において、EU と日本が EU 日本経済統合協定（EIA）の策
定を通じ通商・投資を共同で推進すべきだとする、新たなアプローチを提案します。

欧日双方の経済が深刻なプレッシャーに直面し、企業が苦闘し、官民ともに財政・財

務が逼迫する中、EIA は建設的な一歩になるものと EBC は確信しています。本報告
書を読者の皆様に託すとともに、そこに記された提案がこの危急の時に貴重なアイデ

アの源になることを信じています。 
 

アリソン・マリー 
事務局長 
欧州ビジネス協会 
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 European Business Council in Japan  

Mr. Jakob Edberg 
Policy Director,  

Sanbancho POULA Bldg. 2F 
6-7 Sanbancho, Chiyoda-ku,  
Tokyo 102-0075   
Phone 03-3263-6222    
Fax  03-3263-6223 

はじめに 
 

日本にとっての新たな危機と、積年の課題 
 

本報告書作成のさなかに起きた世界規模の金融動乱により、世界経済における日本の立場が再び、注目を集

めている。15年以上前にバブルがはじけて以来、日本の国内経済は不況からなかなか脱却できずにいる。金
融刺激策は異例に低い金利、ひいてはキャリートレードにつながり、不自然といわれるまで、劇的敵な円安

を招いた。したがって、今年金融危機が襲ったときにこうしたキャリートレードの巻き戻しによって円が急

騰したのも何ら不思議ではない。結果として、経済の推進を輸出産業に頼る日本の脆弱性が改めて浮き彫り

になっている。世界金融危機は、投機バブルとは今回おおかた無縁だった日本を比較的安定感のある国に見

せているが、実際のところはそうではない。円の急騰と、同様に急速な輸出市場の低落は、欧米をも上回る

株価急落を日本でもたらしている。 
 
問題の核心は、政府が国内産業を競争から保護しつつ、世界マーケットシェア獲得を目指して産業界を誘導

し、その結果としての輸出利益を再分配するという特色をもつ、かつては効果的だった戦後の経済成長モデ

ルを日本が捨てきれない点にある。 
 
断っておくが、日本が経済を転換できないのはその意思がないからではない。規制改革会議、経済財政諮問

会議、対日投資会議の設置といった、現行システムを改革するための数多く政府主導の取り組みはEBCも認
めるところである。EBCは、こうした取り組みにおいて積極的な役割を果たすことを招請される光栄に浴し
ており、そうした機会を利用して、外国企業を後押しするだけでなく、海外の資本源を活用することを目指

す多くの日本企業の大きな力にもなり、また、日本市場内の競争水準を引き上げて日本経済全体の活性化に

もつながる改革を強く求めてきた。 
 
10年前に比べれば、進展は目覚しいものがある。小泉首相は、法制を近代化し日本で活動する企業に法人形
態のより幅広い選択肢を提供することでフレキシビリティを向上させる新会社法を始めとする、広範囲にわ

たる改革の導入を主導した。小泉氏はまた、信用できる不介入方針を確立することで従来の保護主義的伝統

を断ち切り、これにより、金融機関は不良債権問題に正面から向き合うことを余儀なくされた。複数の金融

サービス規制当局の合理化とノーアクションレター制度の導入も功を奏した。おそらく最も劇的なことに、

小泉政権はインフラ整備プロジェクトへの公共事業大幅削減を実施した。これは、不況を脱するための景気

刺激策としてプロジェクトに資金を投入するという、従来までの政権の慣行からの明確な方向転換を示すも

のだった。 
 
安倍・福田両政権も、熱意は小泉氏ほどではないにせよ、これに倣った。ここ1年間に、長年のEBCの提案
に沿った必要不可欠な改善がさらに見られた。総理大臣の諮問機関である経済財政諮問会議は2007年末に、
銀行業、証券業、資産運用、保険業を分離しているファイアーウォール規制の改正を提言した。金融商品取

引法の改正と、それに続き、EBC会員が積極的な役割を果たした金融庁との長きにわたる協議を経て、EBC
は目下、本年次報告書が印刷に回る中、重要なガイドラインの発表を待っている。こうしたガイドライン

は、制限が多すぎない限り、日本の金融サービス統合に道を開きうる。もう1つの特筆すべき進展は航空輸
送分野に見られる。国際航空運賃設定面の制限がついに撤廃されるとともに、羽田空港の国際便への開放に

ついての検討が進められている。ただし、外国航空会社が東京に近いこの魅力的な空港の利用を認められる

具体的な条件は依然未定である。EBCは、最先端の医療へのアクセスを改善するための取り組みも歓迎す
る。政府は、革新的な医薬品、医療機器、臨床検査機器・試薬の国内への導入の遅れを是正する政策を提案

することを明確な目的として専門家グループを召集してきた。EBCは、メーカーが日本での製品販売を望む
場合には、時間のかかる重複した治験の実施をメーカーに義務付けるのではなく、国内ですでに入手可能な

臨床データを日本が利用する必要性に的を絞り、実質的・具体的な政策提案でこのプロセスに寄与してい

る。 
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とはいえ、これまでの数々の改革や、さらなる前進を目指す政府の好ましい意図にもかかわらず、本報告書

で列挙された問題群を一瞥するなら、一層有望で包括的な長期経済モデルの実現からは日本がまだほど遠い

ことがわかる。 
 
日本が直面している課題の大きさを明示するのに役立つ例を2、3挙げる。 

 
 

• 上述の専門家グループの設置にもかかわらず、少子高齢化の圧力で制度全体が崩れつつあり、結果、

医療費が毎年3～4%ずつ増加している医療制度の、大いに必要とされる見直しはまだほとんど始まっ
ていない。これまでのところ唯一具体的な政府の措置は、国民健康保険制度のもとでの負担増・給付

削減、および医薬品、臨床検査機器・試薬、医療機器の償還価格引下げだけである。臨床試験の実施

に関する基準（GCP）、医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理に関する基準（GMP）、品質
マネジメントシステム（QMS）の導入を通して認証制度を近代化する試みは、好ましい意図にもかか
わらず、作業の重複をもたらしている。こうしたコンセプトが従来の規定的な規則に取って代わるの

ではなく、多くの場合、従来の規則にただ付加されるよう、用心深い規制当局者が取り計らっている

ためである。 
 

• 投資促進面の進展もささやかなものとなっている。政府の投資促進政策の柱をなすいわゆる三角合併

制度（外国企業の日本支店が日本企業の合併・買収を行う際に、対価として親会社の株式を使用でき

るようにする）は、期待を裏切っている。法律が国会を通過する前に、国内経済団体が政界や経済産

業省と協力して土壇場に行った策動の結果、新しい規則は、取引への課税が繰り延べ可能かどうかに

ついての予測可能性を欠いてしまった。そのため、三角合併制度が利用されたケースはこれまで1例し
かなく、しかもそれは、本質的に外国からの投資というより、むしろ追い出しが目的だった。2007年5
月にこの制度が導入されもう18ヶ月になることを思えば、このきわめて低い利用率はなおさら異様で
ある。 

 
• 食品規制面の進展も、同様に期待外れとなっている。日本で認可されている828種類の添加物のうち、 

WHO/FAOが安全と認めているものは僅か294である。その一方、WHO/FAOによって安全と認められ
ている600余の添加物は日本では使用が認められていない。こうした状況の是正を目指して、厚生労働
省は2002年12月、厚労省自身が「国際的に安全性評価が確立して広く使用されている」とし、したが
ってファースト・トラック承認を与えることが可能な46品目の添加物のリストを定めた。以来、これ
らの添加物のうち、正式に承認されたものはわずか25品目にすぎない。安全であると厚労省自身がす
でに認めた添加物を認可するのになぜこれほど時間がかかるのか理解に苦しむところである。 

 
これらは、（国内産業を競争から守るために当初設けられた障壁が、今や、日本経済全体の首を絞めている

にもかかわらず）戦後の経済成長モデルの官僚的管理と手を切ることが日本にとっていかに困難であるかを

示す、本報告書に収められた実例のほんの一部にすぎない。日本の政治指導者は、こうした問題を解決する

ことの重要性を明らかに認識してきたが、適切な集団的決定に至ることは、依然、異常なまでに困難となっ

ている。小泉首相は、改革を助ける方向へ政治的コンセンサスを導くことには成功したが、実現を確保する

ことはできなかった。続く2代の首相（安倍、福田両氏）は共に、就任早々、求心力を失った。ここ1年間の
ねじれ国会に起因する政治的行き詰まりは、状況をさらに悪化させてしまった。それぞれの所管業種に対す

る政府省庁の統制力は依然ほとんど揺るぎがなく、各省庁は、政策が省庁自身の権力や、最も密接なつなが

りをもつ、往々不振にあえぐ関係業界の利益をけっして損なうことがないよう腐心している。 
 

日本経済の唯一明るい実績指標は、ここ数年間の円安基調に支えられた力強い輸出からもたらされてきた。

この輸出主導型の経済回復と、旧来の構造の見かけ上の持続力を前に、戦後の経済成長モデルもまだ捨てた

ものではないと考え、いずれは行わなければならない改革をさらに先延ばしにしようとする向きもある。と

はいえ、現下の金融動乱を考えると、そうした昔ながらの解決法がじきに息絶えることは必至である。日本
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は、構造改革の必要性を度外視することはできず、日本社会を支えている価値観そのものを損なうことな

く、高度にグローバル化された経済の中でさえ成長をもたらすことのできる新たな経済モデルを見つけると

いう課題にいずれは向き合う必要がある。 
 
それゆえ、EU日本経済統合協定はきわめて貴重なものとなるだろう。 
 
本報告書では、日本政府が通商・投資の促進に失敗している分野をただ確認するのではなく、昨年打ち出し

たアプローチを踏まえ、欧州連合と日本の間の経済統合が産業界の直面する問題をどう解決しうるかを提示

するよう努めた。二国間協定を目指して努力することで、積年の通商問題に取り組む機会のみならず、一層

重要なことに、双方の経済成長の基礎を敷く絶好の機会が日本とEU双方にもたらされるとEBCは確信してい
る。 
 
EUと日本をそうした取り組みにおける良きパートナーにしうる要素とは何だろう。第一に、欧日を合わせ
た経済規模の大きさ － EUと日本で世界GDPの40%程度を占める － は、双方が互いに対し莫大な可能性をも
たらしうることを意味している。第二に、欧日は優先事項や価値観の面で多くの共通項があり、社会経済的

問題の解決にあたって協同的、包括的でセンシティブなアプローチを重視している。さらに、EUと日本
は、国際通商レベルで数多くの同じ懸念と課題を共有しており、共に、ルールに基く自由貿易を堅く信奉し

ている。双方共に、世界貿易機関（WTO）が世界レベルで公正な競争・調達・投資ルールや環境基準を保証
する、より幅広い責任を引き受けることを望んでいる。しかし、国際政治の現実から見て、そうした問題が

近い将来WTO交渉で扱われるとは思われない。したがって、こうした問題に対処する野心的なEU日本経済
統合協定は、多国間体制には何ら危険をもたらさないはずであり、むしろ、多国間体制を補完し、万民の利

益のために進むべき道の例を示すものとなるはずである。とはいえ、現段階では、EUと日本の経済・通商
関係は、双方の規則・規制の相違をめぐっての果てしない論争と、進むべき道についてのビジョンの乏しさ

に苦しんでいる。今こそ、これを改めるべき時である。 
 

EU日本経済統合協定はなぜ必要か 
 

EBCが提案する経済統合協定では、あらゆる相互通商障害の撤廃へ向け、日本と欧州連合が協力する。EUの
単一市場確立面での加盟国の経験は、単一市場からもたらされうる現実のメリットを明示している。それに

からむ難題も明示している。とはいえ、何が危機に瀕しているかを認識し、加盟各国は単一市場を成功に導

くことに莫大な投資を行った。多種多様な問題を扱った、加盟各国で構成された多数の委員会や専門家グル

ープによる長年の作業は、効率を損なうことなくすべての関係国の技術的・社会的・文化的懸念を配慮した

バランスのとれた協定へとつながった。その結果、モノ、人、サービス、資本の自由な移動を特徴とする単

一市場を確立する、際立って強固な規則・規制集が誕生した。こうした規則・規制は現在、27の加盟国によ
って採択・支持され、EU内の通商を促進している。だとすれば、EUと日本の間の通商を促進する規則集の
ヒントになるモデル － さらにはそれに実体を与えるモデル － としてこれを利用しない手があろうか。 

 
これは何も、EU加盟国が達成してきたプログラムまったく同様の、大規模の統合プログラムにEUと日本が
着手すべきだということではない。EBCは、モノ、人、サービス、資本の自由市場というコンセプトを軸
に、経済分野での協力緊密化に特に的を絞って協定の実現を目指すことを提案する。これは、両経済大国間

の通商・投資を促進する可能性を秘めている。また、往々にして一層安い価格の、良質の商品とサービスの

選択肢拡大や、福祉による保護を手放すことなく国境を越えて働く機会を消費者に提供するだろう。単一の

規則群と統一された認証制度を通じ、企業にメリットをもたらすだろう。市場への新規参入にからむコスト

や困難さから新規参入を従来見合わせていたであろう中小企業にとって、これはとりわけ貴重である。これ

は、実現を目指すに値する協定であるようにわれわれには思える。 
 

EU日本経済統合協定についてのEBCのビジョンを明確にするため、モノ、人、サービス、資本の自由な移動
の確保へ向け協定がカバーすべきと思われる問題範囲について以下に要約する。 
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EU 日本間のモノの自由な移動 
 

EUの経済的成功は、国境を越えた通商にとっての障壁を撤廃するメリットを実証してきた。そうしたメリ
ットをEU日本関係にも拡大するため、EBCは、建設材料、医療機器、臨床検査機器・試薬（体外診断）、動
物用医薬品、ワクチンといった製品分野における規格と認証制度、ならびに認証制度が存在する小売市場で

販売されるすべての商品の相互受け入れを第一歩とすべきだと考える。 
 

• 欧州連合規格（EN）と日本農林規格（JAS）／日本工業規格（JIS）は共に科学的基盤をもち、人と環
境の安全問題にきわめて敏感である。多くの製品分野では、EUと日本双方の制度に規格が存在し、基
本的に同一である。こうした事実は、双方が相手側の規格の直接かつ無条件の受け入れに同意するこ

とを比較的容易にするはずである。 
 
• その他の特定の製品分野はEN規格ではカバーされているが、JIS/JASではカバーされていない。医療機

器や臨床検査機器・試薬（体外診断）がその主な例である。とはいえ、日本は、臨床試験の実施に関

する基準（GCP）、品質マネジメントシステム（QMS）、医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質
管理に関する基準（GMP）のもとで定められたとおり、EN規格と同じ要求事項に基づいた製品ごとの
認証方針（すなわちEUでなら「市販承認（market authorisation）」と呼ばれるもの）を採用している。
さらに、EUと日本のアプローチはどちらも、ISO要求事項に基づいている。EUと日本双方の共通の基
盤を考慮するなら、より長期的には、市販を認められたすべての製品の相互受け入れを確立すること

を視野に、双方のGCP、QMS、GMPの相互受け入れを確立することは可能なはずである。 
 

人体と環境の安全が特定の製品認証や規格と関連づけられていない場合に、人体と環境の安全を確保するた

めのシステムについて日本と欧州連合が合意することも重要だろう。例えば、欧州連合で使用されている未

承認の食品成分のネガティブリストや日本で承認されている食品成分のポジティブリスト、および食品の残

留農薬等に関して両地域で共に使用されているポジティブリストなどである。ここでは、互いのリストの相

互受け入れ達成は困難である可能性があるため、こうした分野では共通の規格群を設けるのが最も実際的な

アプローチだろう。革新的な商品の市場導入の加速化、競争の促進、消費者と生産者にとってのコスト低

下、通商の拡大といった面で、相互受け入れと共通の規格がもたらす潜在的な恩恵は計り知れないほど大き

い。 
 
とはいえ、EU日本経済統合協定はこれ以外のことにも的を絞る必要があるだろう。関税や輸入税・輸出税
に対する共通のアプローチを設けることも目指すべきである。欧州の輸出業者は、食品、工業原料、酒類、

皮革、林産物に関する日本の法外な関税率に依然直面している一方、日本企業は、欧州への輸入にからむ諸

問題を訴えている。EBCは、最終的には、EU日本間で原産国に基く差別をなくすことを基本原則とすべきと
考えている。 

 
EU 日本間のサービスの自由な移動 
 
EU企業は、他のEU加盟国に法人を設立する権利、法人を設立していない加盟国の領土でサービスを提供す
る権利を有している。こうした権利を強化するため、金融サービス、電気通信、放送、職業資格の認定とい

った分野で個別の法律が制定されている一方、EU全土に拘束力をもつ一般的なサービス指令は、サービス
企業のみならず欧州産業界全体の競争力向上を視野に、残存する差別的障壁、官僚的形式主義を撤廃し、司

法・行政の枠組みを近代化・簡素化することを目指している。 
 

EBCは、こうした恩恵をEU-日本間の通商関係全体にわたって拡大適用しうるとみており、金融、法律サー
ビス、電気通信、建設セクターに共通の競争ルールを確立することに取り組みの的を絞るよう提案したい。 
 
むろん、競争のための共通のルールを設けることは、他の多くのサービス分野においてもEUと日本の通商
関係拡大の鍵となるだろう。例えば、EBCは、郵政民営化について懸念を表明してきた。日本郵政は、将来
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の収益性を補強するため、（依然唯一の株主である）政府から特別待遇を受けているように思われる。こう

した懸念は、本報告書内でいくつかのEBC産業分野別委員会によって詳しく提起されている。 
 

調達 
 
政府調達方針は、海外でのモノとサービスの販売を目指す多くの企業にとって、とりわけ懸念対象となって

いる。日本とEUはともに、WTOの多国間による政府調達協定（APG）の締約国であり、このビジネスので
きるだけ多くを開放することを目指すWTOプラスの規定を実施してきた。にもかかわらず、日本の公共事業
への欧州企業の参入率は依然としてきわめて低い。その理由のひとつは、透明性ある調達手続が設けられて

いるにもかかわらず、使用されていないことである。また、契約が往々細分化されるため、WTO協定が適用
下限に入る。したがってEBCは、EU-日本経済統合協定が、拘束力ある簡素化された規則、WTO APGより効
果的なコンプライアンス措置を確保することを目指すべきであって、外国と国内の供給業者の平等な待遇、

政府調達機会に関する情報と通知の透明性、ブランド中立的な関係仕様、入札評価プロセス、落札異議申立

手続（award challenge procedure）、具体的実施メカニズムを保証すべきであると考える。 
 

EU 日本間の人の自由な移動 
 

EU-日本間で一層の経済統合を達成する試みは、双方間の人の移動をより容易にしうるかどうかにかかって
いる。これは、在日EU市民および在欧日本人についての現行のビザおよび就労許可の大幅な改定 ― 場合に
よっては撤廃 ― を必要とするであろう。EUのエラスムス計画など、双方の教育・学術プログラムへの参加
も促進すべきである。EU日本経済統合協定はさらに、国内の社会保障手続の形をとった障害も緩和すべき
であり、強制加入国民年金拠出金の払い戻しなどの問題に関し、各加盟国と日本との間で個別に取決めを結

ぶ必要性をなくすべきである。 
 

EU 日本間の資本の自由な移動 
  

EU-日本間の資本の自由な移動という長期目標を目指すべき有力な論拠がある。これは、国境を越えた通商
と労働者の移動性の促進に役立つだろう。また、金融サービス会社の国境を越えた活動をサポートし、金融

商品のより幅広い選択肢を消費者に提供し、企業がより容易かつ安価に資金を借り入れられるようにし、こ

れにより、全員にとって、資本とモノとサービスのコスト低下につながるだろう。現実的な第一歩として、

EU日本経済統合協定は、金融サービス会社が日欧間にまたがるサービスや事業を統合できるようにするこ
とに的を絞るべきである。これは、金融サービス業に適用される相互に受け入れられた原則の確立と、中心

的規制当局としての本国の規制当局の相互受け入れにかかっている。EUと日本それぞれの業界は、互いの
テリトリーで投資と金融機関設立を行う権利と、いかなる差別もなく業務を行いうるという保証を与えられ

る必要もあるだろう。 
 

さらに、経済統合協定は、EU日本間の二重課税と、配当、使用料、利子に関する源泉徴収税の廃止を目指
すべきである。また、EU域内と日本国内の社会保障制度への雇用者と被雇用者の拠出金を相互的に課税控
除対象とすべきであり、移転価格査定の文書要件の解釈と整合化についての共同ガイドラインも設けるべき

である。 
 
本報告書の構成 

 
本報告書は、広範囲にわたる業種および事業分野を扱う33の章からなっている。特定の EBC産業別委員会の
懸念を取り上げる各章は、日本の現場でビジネスを行っている委員会メンバーの集合的な実地体験に基づい

ている。各章は、さらなる規制改革へ向けた一連の提案で構成され、各業種の優先課題にハイライトを当て

た、経済統合の見通しについてのセクションを伴っている。各委員会はEBC事務局のサポートにより各章を
作成したが、本章「はじめに」は全委員会で扱われたより一般的な問題を提議する手段として、ポリシー・
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ディレクターによって作成されている。すべてのメンバーの視点を取り込むよう努めているが、自動車委員

会は経済統合協定の概念に対して反対の意見を表明している。 
 
本報告書が、日本の商環境と投資環境の改善を目指す日本政府および日本とEUのその他すべての関係当局
の考え方にポジティブな貢献をなすことを信じてやまない。 
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